
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（玄海原子力発電

所及び川内原子力発電所 設置変更許可申請（標準応答スペクトル
1の規制への取り入れ）） 

２．日 時：令和５年９月１２日  １３時３０分～１５時２５分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室（一部ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者：（※ ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

忠内安全規制調整官、天野安全管理調査官、江嵜企画調査官、 

宮本上席安全審査官、秋本主任安全審査官※、片桐主任安全審査官、 

熊谷主任安全審査官、藤原主任安全審査官、小野安全審査官、 

田代審査チーム員、山浦技術参与 

 

九州電力株式会社：  

原子力発電本部 原子力建設部長、他１１名 

原子力発電本部 原子力建設グループ長※、他１３名※ 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

提出資料： 

（１）震源を特定せず策定する地震動に係る設置変更許可 審査スケジュール

（案） 

（２）玄海３／４号炉、川内１／２号炉 標準応答スペクトルの規制への取り

入れに伴う設置変更許可申請に係る審査 コメントリスト 

（３）川内原子力発電所１号機及び２号機並びに玄海原子力発電所３号機及び

４号機 弾性設計用地震動 Sd の設定の考え方について 

（４）川内１号機及び２号機 設置許可段階において耐震工事を実施する可能

性のある設備に対する設置許可の設計方針の成立性の見通しについて 

 

以上 

 
1 「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」の検討結果において「震源を特

定せず策定する地震動（全国共通）」として取りまとめた標準応答スペクトルをいう。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:00 はい。規制庁の尾野です。それでは本日仙台と玄海の 

0:00:07 標準応答スペクトルのついのプラント側に、のヒアリングについ

て開始したいと思います。本日内容の方は 2件ありましてＳＤの

考え方と、 

0:00:18 あと、 

0:00:20 耐震のあれですかね構造成立性の数、許可時点での見通しという

ことで、 

0:00:26 まずはですねＳＤの方から 

0:00:30 確認させていただきたいので、資料の方の説明をお願いします。 

0:00:36 九州電力の福田です。川内原子力発電所 1号機及び 2号機並びに

玄海現職発電所 3号機及び 4号機、弾性設計用地震動ＳＤの設計

の考え方についてご説明させていただきます。 

0:00:49 資料につきましては、1ポツ 2ポツ 3ポツ 4ポツと記載しておりま

して 1ポツに規制要求事項、2ポツに許可で設定したときの考え

方、3ポツに今回の設定の考え方、 

0:01:00 4 ポツにまとめを記載しておりまして、2ページ目、3ページ目に

ついてはＳＤとＳＲのスペクトルの比較を、川内、玄海それぞれ

つけております。 

0:01:09 それでは 1ポツの規制要求についてご説明いたします。 

0:01:13 弾性設計用地震動の規制要求につきましては解釈の別記 2に記載

されておりまして、弾性設計用地震動は基準地震動との応答スペ

クトルの比率の値が目安として 0.5 を下回らないような値で、 

0:01:26 工学的判断に基づいて設定することということで、基本的に 0.5

を下回らないような値ということと、工学的判断に基づいて設定

するように求められております。 

0:01:38 これを踏まえてこの 2ポツ 2－オカベの設定の考え方を記載してお

ります。 

0:01:43 既許可についてはですね上記要求に対してですね、基準地震動と

の応答スペクトルの比率が目安として 0.5 を下回らないように、

基準地震動に係数 0.6 を乗じて設定しております。 

0:01:55 ここで係数 0.6 の設定根拠として以下の 2点を工学的判断として

考慮しております。 

0:02:01 ①原子炉施設の安全機能限界と弾性限界に対する入力荷重の比率

が 0.5 であるという知見、 
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0:02:08 ②基準地震動Ｓワンの応答スペクトルを概ね下回らないように配

慮し、余裕を持たせた値とするということで、こちらについては

添付 8の記載をそのまま持ってきているものになりますけれど

も、 

0:02:21 この 2点を踏まえて、コンマ 6という設定をしております。 

0:02:25 3 ポツに今回、今回の弾性設計地震動の設定の考え方を示しており

ます。 

0:02:32 今回の弾性設計用地震動、仙台についてはＳＧ3限界についてはＳ

Ｄ6の設定においては、係数の設定にあたり上記①及び②を考慮し

設定しており、 

0:02:42 既許可と同じ考え方にて設定しております。 

0:02:45 次に 3.3 センテンス目で記載しておりますけれども、係数を 0.5

として設定した弾性用地震動ＳＤ3及びＳＤ6については、 

0:02:55 こちら②で要求しておりますエスワンを下回らない、下回らない

ことを確認しております。また既許可において設定している弾性

設計地震動と比べても、 

0:03:06 同等程度のスペクトルとなっておりまして、基準地震動Ｓ案に対

して余裕を持たせた設定であることを確認しております。 

0:03:13 ページめくっていただきましてちょっとスペクトルの図を、 

0:03:17 用いながらご説明させていただきます。 

0:03:21 こちら青が今回設定した川内でいきますとＳＤ3になります。黒字

でし黒線で示してますのが既許可で設定したＳＤ。 

0:03:31 赤線で示しておりますのが、今回歩これを下回らないように、概

ね下回らないように設定することということでＳＤを決める基準

となるエスワンを示しております。 

0:03:41 まず青と赤を比べていただきますと、今回設定した大野ＳＧ3につ

きましては、概ね下回らないとして設定してるエスワンを完全に

包絡している状況となっております。 

0:03:52 また青と黒線を比べていただきますと、短周期側長周期はそれぞ

れＳＤ湾ないしＳＤ2と同等程度のスペクトルとなっておりまし

て、 

0:04:02 これまでのスペクトルに対して、著しく下回るような値を設定し

ていないと、いうことが確認されておられます。こちらを踏まえ

まして仙台のＳＧ3については今回係数をコンマ 6として設定した

ものになります。 
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0:04:17 1 ページめくっていただきますと次は前回のスペクトル比較となっ

ております。こちらについてはちょっと黒線で示しております。

地震動多くなってございますけれども、 

0:04:29 青と赤を比べても、いただきますとＳＤ6については、基準のエス

ワンを完全に包絡するスペクトルとなっております。 

0:04:38 黒と青、青と黒クラベていただきますと今回設定したＳＤ6につき

ましては、ＳＤを少し下回る形にはなっておりますけれども、も

ともと既許可で設定したＳＤ3ＳＤと、 

0:04:51 同等レベルの地震動となっておりまして、こちらにつきましても

著しく小さく設定したということはなく、コンマ 5と設定してお

きます。 

0:05:01 1 ページ目に戻っていただきますとまとめなんですけれども、こち

らについては今回設定したＳＤ3及びＳＤ6についても、起業家の

弾性山静設計地震動の設定の考え方と相違ない設定としておりま

す。 

0:05:16 基本的考え方については同じ考え方を持ちまして、新しくアノＳ

ｓ－Ｄ3ＳＤ6のスペクトルの状況を踏まえて、 

0:05:26 評価結果として設定したコンマ 5というのが、結果的に、再稼働

のときの設定したコンマ 6を下回ってるんですけども、こちらに

ついては結果が違うだけで、 

0:05:36 考え方は同じ、さらに基準要求も満たしていると考えておりまし

て、妥当ではないかと考えているところです。 

0:05:44 説明以上になります。 

0:05:46 規制庁の江崎です。 

0:05:48 ハザード側の方の指摘っていうのは、 

0:05:52 基本的に標準応答スペクトルを作った意味合いを総 0．一律比率を

変えてしまうんであればもう意味がなくなっちゃってるっていう

話があって、 

0:06:01 それなぜかっていうと、 

0:06:06 この部分では出てこないんですけど多分、2ページの部分ではこの 

0:06:10 青い線とＳＳ同士の場合でいえば、はるかにＳＤ、Ｓｓはより、 

0:06:18 Ｓ3 の方が、高振動数がかなり上回っていってそちらの方でも水平

動に関しては、1点、ほぼ 1.5 倍。 

0:06:26 ぐらい大きくなってるっていう特性があるわけですよね。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:06:30 それはある程度そこスケールだ、0.5 とスケールダウンした段階で

そこ比率を一々全部同じように変えてしまったら、 

0:06:38 もともとその標準応答スペクトルをそのＳｓに加えてそれをＳＤ

に、 

0:06:43 変換するといった意味合いが、 

0:06:45 地震等の特徴、もう意味をなさなくなっているっていう、そこに

疑義があるってことなんですよね。 

0:06:52 そういったことから考えたときに今、そちらで言ってることも、

わからないこともないんですけどね。 

0:06:58 ただ、 

0:07:00 私たちはまず知りたいのは、 

0:07:03 ここで書いてあるのは、 

0:07:06 1 ページに戻ると、この、いわゆる、 

0:07:09 そもそも、 

0:07:11 既許可で、なぜ 0.6345 じゃなくて 0.6 にしたのか。 

0:07:16 ちょっとうちの審査官にもその当時の主査から聞いてんですけ

ど、 

0:07:19 0.55 でもいいんじゃないのと、0.6 に頑張る必要、なぜやるのっ

ていうような質問をしたところ、バックチェックですでにもう 0.6

という計算をするにしていてその設計結果をそのまま利用したい

から、 

0:07:32 設計高設計効率の観点で、そうしていて、別に 0.6 である必要は

ないような、 

0:07:38 趣旨は聞いていたと。 

0:07:40 聞いてるんですがそれは間違いないですか。 

0:07:43 ここでから読んでいくと、やはり 0.6、ないと駄目だっていうふう

に読み取れるんですけど。 

0:07:54 九州電力の福田です。事実関係まず申しますとスペクトルにつき

まして、まず川内については、係数をコンマ 5とした場合、ＳＤ

湾については結果的にすべて包絡しています。ＳＤについては 

0:08:07 コンマ 6でも一部、 

0:08:09 若干下回っているんですけどその下回る範囲が増える。 

0:08:12 玄海、玄海につきましても、今後にしたときにＳＤは包絡してい

る、その他については包絡しない部分が出てくるという状況にな

っており、 
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0:08:20 審査の過程ですけれども、ご発言あった通り再稼働の時はですね

許可での地震動の設定と設計が並行して進んでいた部分もござい

ますので、 

0:08:31 ある意味審査の効率化っていうところと、設計の誤認防止という

観点から、 

0:08:39 全地震動一律、コンマ 6と設定したという内容はございます。わ

かりました基本的には 0.5 で無かったんだけど、設計効率の観点

が強いんですけど 

0:08:50 そうすることで保守性が高まることもあるので、 

0:08:53 保守的に 0.6。 

0:08:55 で、設計は進められたという認識でいいわけですよね。 

0:09:00 で、それでね。 

0:09:02 それを示す上で、ただね、1、 

0:09:06 関西電力だとか、他の電力見ていただくと、 

0:09:09 たくさん葉っぱもたくさんあるんですけど、 

0:09:12 それが全部包絡できてエスワンを包絡するから包絡性なんかして

なくて、 

0:09:16 全部の包絡線、前段の包絡上限線っていうんですかね、下限値じ

ゃなくてね、そのいわゆる包絡線ですよねそれが基本的に、 

0:09:26 エスワンを超えているから、概ね、 

0:09:29 超えている。 

0:09:31 ていう話になってると思うんですよ。 

0:09:34 多分そちらの方って先方を数イマイ説明したところ、 

0:09:39 後段でＡの方、5月の方なんで、 

0:09:42 先発の方の方はかなり厳しめに保守的に、 

0:09:46 していたっていう嫌いもあると思うんですよね。それ考えたとき

に、必ずも総合水準公平公正に審査していく、私たちの立場から

すると、 

0:09:55 それが必ずしも、 

0:09:57 昔はそうだったから、必ず同じように保守的にしなきゃいけない

かっていうこともないんだろうと思っていて、そういう時に少な

くともまずは、 

0:10:07 その 0.6、0.5 っていう数字が単に世の中に独り歩き 

0:10:12 言わしてもらいたくないなと、審査官として表ツジ持っていて、 

0:10:16 そういうことから考えた時にまず、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:10:19 さっき言った 0.5。 

0:10:21 であれば、本来、十分であった。 

0:10:24 ていう、 

0:10:25 ものをちょっと締め図面とかですね。 

0:10:28 示していただきたいっていうのは、我々が本に上げてもですね、

スペクトル図の中に 0.5 のすべてを 0.5 掛けしたものが落とせる

わけじゃないですよね。 

0:10:38 そういうこともあってその辺はちょっと示していただいて、 

0:10:44 今、今の、 

0:10:47 審査実績から踏まえてみてもですね、概ね、 

0:10:52 妥当であるんだと、概ね包絡できてるって言い方してると思うん

すけど、それがちゃんと証明できる説明できるような書類なんで

すが、データ、書類を用意していただきたいなと。 

0:11:03 エビデンスをですね、用意して欲しいなのが一つです。 

0:11:07 それは可能でしょうか。 

0:11:10 9 電力の福田です。既許可でのＳＤを軽装コンマ 5で、スペクトル

を記載するという点について承知しました狩野でございます。 

0:11:20 それでですね、その上でですね、一度決めた 0.6 っていうのを 0.5

に下げるという話はそれはなかなか、 

0:11:30 普通で言うと容易ではないので、まずはそうすると次の段階とし

て、 

0:11:34 0.6 である必要がないっていうか、 

0:11:37 いういう話を作らないって話がないと、今度は 

0:11:42 なかなか 0.5 に下げるっていうのも、 

0:11:45 素直にいかないような気がするんですよね。 

0:11:47 それで、その 0.6 であると、不都合というよりは、設計的な体験

所と設計上というか設計体系上ですね。 

0:11:57 不合理なものはないですか。 

0:12:00 ていうのは確認なんですけど。 

0:12:02 ちょっと 1点上げると似たようなちょっと話がシマでちょっとあ

りまして、 

0:12:07 ちょっと聞いてる落ちたかもしれないんですが、彼らの中で、 

0:12:11 建築さんが説明しているのは、 

0:12:15 あくまでも 

0:12:17 例えば 0.6、0.5 ナカノとか、0.5 倍にしてるんですけど、 
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0:12:21 すべてね、その 0.62、それ 0.5 にしちゃうと、 

0:12:26 エスワンを包絡できない周期体が出てきちゃう。 

0:12:29 概ねということが言えない。包絡できないと言えなくなっちゃ

う。 

0:12:33 結構Ｓ波が大きいんですね、特性として。 

0:12:37 それで 0.6 とか上げちゃうとどうなるかっていうと、 

0:12:40 今度はそのＳＤがＳｓにかなり近似してしまう。 

0:12:45 いわゆるさっき言った、 

0:12:47 弾性用設計羽賀機能事案設計屋になるっていうことは、 

0:12:52 機能では、設計に相当するものを、 

0:12:56 弾性設計、3Ｓでわかりやすいから 3イセ設計しなさいって 4Ｓじ

ゃなくて、 

0:13:02 それは不合理ですよねっていうような説明ありましたそれはま

あ、我々もそう納得するところでもあってもともとその、 

0:13:09 0.5 という、その本来であれば、地震動の特質は、ていうかそうい

うような断層というものがソースがなくて、あくまでも、単なる 

0:13:19 弾性を設計は生み出すために、0.5 という掛け算をしている。 

0:13:24 ていうところもありますので、そういったことが考えると、 

0:13:29 その辺をちゃんとしっかりと説明できれば説明可能なんではない

かなと思ってはいますが、ちょっと話長くなりまして、いかがで

しょうか。 

0:13:38 九州電力の福田です。 

0:13:43 ハザードの観点っていうところと、おっしゃられます通り 

0:13:49 今後新しく地震動が策定された時に特殊なスペクトル、一部のと

ころだけはねて、 

0:13:55 一部はオオバると、へこんだときにそれをこう上げると。 

0:14:00 ちょっと設計上不合理が生じるという可能性はあるかなと考えて

おります。今回ですね、我々考えておりますのは、コンマ 6をコ

ンマ 5に下げるっていう趣旨で設定しているわけではなくて、 

0:14:11 これまでコンマ 6で認められたＳＤについてはコンマ 6のまま、 

0:14:15 今回新しく設定されたＳｓに対して基準要求を満たすせ、定数は

0.5 ということで、ある意味 0.5 を新たに設定するというイメージ

でおります。 

0:14:26 こちらにつきましては 
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0:14:28 既許可のサイトも見ましたけれども、Ｓｓに応じて、このケース

を分けて設定する事例は幾つか見られておりまして、 

0:14:36 ことさらコンマ 6とコンマ 5それぞれで設定するということが、

危険側の設定ではないというか、ちょっと、 

0:14:44 アノか。 

0:14:45 課題認識をちょっと確認させていただきたいという、多分ですね 

0:14:50 うそうそ今言った事例っていうのは、応答スペクトル法と断層モ

デルなんですよね。これらってほとんどが総数一緒ですよね。そ

うすが、 

0:15:01 そうするといわゆる、 

0:15:02 震源断層が一緒の場合が多くて、それで、基本的にはその方法論

が違うだけ。 

0:15:09 ていうことなんですよね。 

0:15:11 なんでそれあれ飛び越えてっていう形になるといろいろなその不

確かさを踏まえて取りかえているから、 

0:15:17 そのもともとと同じようなソースのものであればいいんですけ

ど、 

0:15:20 今回ハザード側が行っているっていう話は、 

0:15:24 標準とするって、異質じゃないですか、何か石塚っていうとどこ

でも起きるかもしれない、起きたと、起きることの可能性が否定

できないような状態。 

0:15:35 いわゆる断層が見えない状態。 

0:15:37 見つかってない状態でっていうので特定せずなんですよね。 

0:15:41 それが基本的には 

0:15:44 ある程度、熊本とかいろんな状態を見ていくと、本震はあまり変

わんなくてかなり大きく大きさ、それは、 

0:15:51 地質構造の特性があるんだっていう学者もいますけども、 

0:15:55 研究事例もありますけども、そういったことも踏まえてる時にあ

と繰り返し回数もいろいろありますよね。 

0:16:01 そうしたときに、法律をそのＳＤで考えたときの特性っていうの

は、かなり上げてるＣＳＳの自体もかなりそういう大きい地震が

起こり得るということで、作り、 

0:16:11 いるので、そのさっき言ったちょっと応答スペクトルと断層モデ

ルだとするとはちょっと、 
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0:16:17 ちょっと議論がちょっと違うんじゃないかなっていうそうなんじ

ゃないかっていうのは、私も専門ではないので、しっかりしたこ

とをちょっと皆さんにお話できなくて申し訳ないんですけど、そ

ういうふうに感じています。 

0:16:28 そういうことを考えたときに、ある程度、そちらの方で話してい

るんであれば、 

0:16:32 基準地震動は 0.5 でもいいんだけども、 

0:16:35 ある程度、 

0:16:37 以前は 0.6 としていたと。で、ただその基準地震動としてはもう

0.5 でいいんだよって話でただ、個人としてその 0．イセ、ＳＤ湾

もＳＤＩＩも、 

0:16:51 0.5 でいいんだけど、 

0:16:53 たまたまその 0.6 のものがあったので、それを代表したっていう

話だけなんですねそれは設計としておかしい話じゃなくて保守的

な話なので、それはこちらも了解したっていうことでしょうし、 

0:17:04 それは一つの、何ていうんだろう。 

0:17:07 運用の手続きだけの問題の話で、 

0:17:09 本論本来の設計的な安全性というこの本質ではないと思うんです

よね。なので、そこはそこに僕らを、 

0:17:17 目くじら立てて、 

0:17:19 やっぱり 0.5、全部し直ししなきゃいけないなんてことは、サラサ

ラちょっと思っては意外ですはっきり言って。 

0:17:26 そういった段階でじゃあ、この 0.6 といったものがどういう位置

付けにもともとあって、 

0:17:32 実質的に本来であれば、どうであるべきで、これ本来今回今回 0.6

という、 

0:17:38 この 0.5 に変えたんだけど、それが、 

0:17:41 0.6 にしてしまうと、こういうような不合理があるっていうことが

あると、説明性としては非常に説明性の向上が繋がる、上がるん

ではないかなと思っていて申し上げています。 

0:17:55 九州電力から入江です。今の観点を、私なりに理解した点をちょ

っとお伝えすると、0.6 にした時に、例えばその、 

0:18:07 ＳＳに接近しすぎて、その 
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0:18:10 弾性設計という弾性状態を把握することが目的なのに、一部塑性

に踏み込むような設計と同等の評価になってしまうという点、或

いはですね私の方から申し上げるとそのハザードの、 

0:18:23 発生確率の比較っていうのをやっておりまして、 

0:18:27 はい。 

0:18:27 玄海については一部のＳＳで、ＳＤでＱｓ案を包絡してない部分

があるんですけれども、 

0:18:37 はい。 

0:18:42 はい。川内についても、留萌をベースにしたＳＤというのは、完

全包絡ではなくて一部下回っている部分が、 

0:18:52 ある状況なんですけれども、そういった部分については一応ハザ

ードとの比較をして、事案群に記載されているエスワン。 

0:19:02 10 のマイナス 2乗 

0:19:04 っていう発生確率よりも 1桁、ちっちゃい、全体的にちっちゃい

地震動になってるというそのハザードとスペクトル比較、二つ合

わせて、 

0:19:14 妥当性を説明しているので、今回もその 0.6、 

0:19:18 そうですね今回、 

0:19:21 0.6 にしてしまうと、それが 

0:19:25 発生確率もかなり下がってしまうという点とＳＰＥＣＴの点二つ

で説明できないかなというのはちょっと検討してみようと思いま

す。 

0:19:34 規制庁、和気ですが、基本的設計的に合理的ではない、まだその

地震、学情、 

0:19:42 ある程度その合理性に書くもんがあるっていうことがあればです

ね、できるだけそれはちょっと説明をお加えていただいて説明を

加えていただいて、多くですね、それで今の 0.5、 

0:19:54 2 画を掛け算することが法律であるっていう説明をしていただきた

いと思います。 

0:20:03 あともう 1個なんだけど、こっちはプラント側になるんですけ

ど、例えば特別な保全計画だとか、 

0:20:12 地震計の上限値って事を止めますよね。ああいったものにＳＤっ

てなんか。 

0:20:18 関係性ありますか。 

0:20:20 社会、会社のルールとして、 
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0:20:23 何にも関係ない。 

0:20:26 定期点検とか、 

0:20:29 九州電力から入江です。定期点検とは関係ありません定期点検に

ついては 

0:20:35 発電所に設置された地震計が何ガルになったら、点検を開始する

というような運用ですので、その弾性設計用地震動に対し、参照

施設設定しているものとはまた異なる震度何震度 5弱。 

0:20:51 さっきの矢崎です。さっき言った後も、保全計画がありますよ

ね。保全計画でいったときに、 

0:20:58 建屋がどういう損傷起きてるか。 

0:21:01 等々をやるときに、ＳＤも、 

0:21:03 使って検討しますよね。多分企業もそうだと思うんですＳｓだけ

じゃないです。大江ＳＳっていうかその地震動だけじゃなくてそ

のＳＤも踏まえて話をしてると思うんですよ。 

0:21:12 だからその点で、ＳＤ、 

0:21:15 の結果とそのＳｓの比較結果と、それと麻生沖田地震イベントの

その比較、 

0:21:22 多くなってるはずなんですよね。そういう時にそのヱスビー、 

0:21:26 が持つ、 

0:21:28 特別前、あとは特別な保全計画での 

0:21:31 位置付け、 

0:21:33 ていうのは 0.6 から 0.5 に変えることで、何ら影響ない。 

0:21:39 ないと言って欲しいんですよね。ただそういったもので全社の会

社のルールに関してもすごく直せば済むだけの話話かもしれない

し、特に規制基準があるわけじゃないので、 

0:21:52 その辺の話も踏まえて、全体的に 

0:21:56 今回 0.6 から 0.5 に変えたところ、何ら問題はないんだっていう

ことはちょっとある程度説明はいただき必要があるなと思ってま

す。 

0:22:21 いや、九州電力の山下です。特別な保全計画の方での考慮はちょ

っと私も詳しくはないんですけれども、発電所の運用としてです

ね、地震後の、 

0:22:35 点検計画とかっていうところもあるんですが、そちらにおきまし

ては、沖田地震動等おっしゃられるようにＳＤとＳｓを比較し

て、 
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0:22:45 ＳＤの、 

0:22:47 今設定しているＳＥ以下の地震動であれば、特別な保守点検は要

りませんと、それを超えるようなものになると、その起きた地震

そのもので、 

0:22:59 評価をやり直してですね、その評価が 0になったところで、プラ

ス、外観点検、それから、実際の期定期試験起動試験等を行った

上で、 

0:23:11 発電所を起動していくというような計画になってると思いますの

で、その辺と関連づけて何か説明ができないかというところは考

えたいと思いますが、 

0:23:20 そういう点ではですねあんまりアノ 0.5、0.6 というところはあま

りあのとらわれるところではなくて、基本的にそのＳＤというも

のが 0.6 ということでそれでＳｓ－Ｄなっちゃってるわけですか

ら、 

0:23:32 それで、 

0:23:34 今回 0.5 ニイヅｓＷＡＮとＳｓ－ＤワンとＳＤＩＩを変えるわけ

じゃないですけど、そういった意味も含めて、影響は特にそうい

った、 

0:23:44 保全計画等にも何か悪影響はないっていう話だけはしっかりと行

って、宣言していただければ結構だと思いますんで、 

0:23:52 九州電力八木でございます。 

0:23:54 今の地震後の点検のガル数については、ちょっと私の記憶で申し

わけないんですけども、エスワンの時に設定されたものを見直し

てなかったと記憶してまして、 

0:24:05 ですんで今回それを上回るように設定しますのでそこについては

特段説明できるかなと考えてございます。 

0:24:13 以上です。 

0:24:23 ちょっと私も、すいません、ちょっと大分離れて立つんで、結局

がただ定かじゃないですけど、 

0:24:30 もともとプラントを数昔ね、設置した時点で、ある程度、地震計

自身がなったらプラントが停止する、多分ロジックはもともと組

まれていて、 

0:24:41 多分、新規制基準になったからといってそのロジックは変えてな

いので、今言われている、大きな地震が来た場合は、当然止まり

ますよと。 
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0:24:51 で止まった場合には保全計画に特別な保全計画になるかそこはち

ょっと市が留守によると思うんだけど、それによって、 

0:24:58 実施しますよっていう、大枠は多分変わってないという、そうい

う認識じゃないでしょうか。 

0:25:05 九州電力八木です。はい。その認識ですで。 

0:25:08 今回、0.5、0.8、0.6 を 0.5 にすることで、その特別な保全に入る

タイミングが留守っていうのが、設定を下回るんじゃないか。 

0:25:19 ていうところかと思ったんですけどもその部分は、エスワンをも

とに決定した数値を変えてなかったからって聞いたことがござい

ませんので、今回エスワンを包絡してますんでその分は影響はな

いかなと考えてございます。 

0:25:36 すいません規制庁さん、確認ですけど、さっき 

0:25:40 宮元が言ってた加速度トリップか何とかっていうのは十分ＳＩで

十分下回るようなところで当然設定はされているわけです。 

0:25:50 旧脇。 

0:25:54 素案と同じじゃないよね。 

0:25:59 変な話が止まる止まらないような話は当然イセはニイタニないと

これ当然止まってそれ以上のところの領域で、弾性設計範囲を超

えるかどうかっていう意味では現在またＡ3のところで、 

0:26:10 変えてませんよっていうところというそういう位置付けでよろし

いんですよね。はい。 

0:26:17 九州電力八木でございます。はい。その認識で相違ございませ

ん。 

0:26:25 規制庁矢崎ですけど、さっきの話で、 

0:26:28 発生確率の話ありますよねそれも検討されていただけるっていう

話は、 

0:26:34 話だったんですがその時ちょっと、 

0:26:36 ハザードカーの方からちょっと 

0:26:40 要請でもないんですけど、 

0:26:42 通常のハザードスペクトルっていうのある基準地震動の発生、何

だっけ、震源断層をベースにして作られてますよね。 

0:26:52 今回の何ていうんでしょう。 

0:26:56 標準とすべくって、あくまで特定せずで、市から特定されてるわ

けでも何でもないので、 
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0:27:02 ある意味その領域震源モデルによるハザードスペクトルっていう

のはどうもあるそうなんですけど、そういった目で見たときに、

どういう位置付けになるのか。 

0:27:11 ていうことも考えなきゃいけないんではないかということで、 

0:27:14 ただそれは、下からの疑問にすぎないかもしれないんですけど、

そういったことも考えるべきなのかどうかとちょっと確認したか

ったんですが、いかがでしょうか。 

0:27:28 なんかでそれずっとですね、そういった場合に、根井宗ＳＳの関

係性もありますよね。ちょっとワダＳＳの方、 

0:27:36 携わってないので申請、詳しくないので、その辺も含めてです

ね、そういったそういう領域震源モデルによるハザードスペクト

ル、 

0:27:46 今の審査の中でやる必要があるのかどうかってちょっと私も、 

0:27:50 疑問があるんですけど、そういった話が今、審査されているんで

あれば、そういった話もちょっとすす加えていただいたほうが説

明性が上がるかとは思うので、それもちょっと、そちらの専門の

方にもちょっと確認していただいて、 

0:28:04 必要があるかどうかも含めてですね検討いただければと思いま

す。 

0:28:09 九州電力の福田です。承知しました。まとめさせていただきます

と、まず 

0:28:16 既許可でのスペクトルコンマ 6で設定してるものをコンマ 5とし

た場合との比較を一つ。あとはもう一つハザードの観点から、モ

デルの考え方も含めですね発生確率での考察を一つ、 

0:28:29 もう一つ特別保全とか、保全に影響あるかないか、なければない

ことをしっかり記載すると。 

0:28:36 パパ。 

0:28:39 しました。 

0:28:41 今回新たに設定するＳＤについて、コンマ 6と設定したときに、

何か設計上不不合理です。 

0:28:54 わかりやすいけど、 

0:28:58 それがたまるとわかる。 

0:29:02 承知しました。その観点から次回また資料作成してご説明したい

と思います。 

0:29:08 ありがとうございます。 
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0:29:15 規制庁の尾野です他ありますか。 

0:29:19 すいません私もちょっと今のやりとりで 1個だけわからなくて、 

0:29:22 一応ハザードスペクトルとの関係っていうのがあってこれがあれ

なんで、0.6 にすると。 

0:29:29 今のＳＤて大体 10 のマイナス 3乗から 10 のマイナス。 

0:29:34 4 乗のオーダーなんですかこの 

0:29:37 衛藤。 

0:29:38 8 月 29 日付の資料の、 

0:29:50 の 1－0 ですかね、仙台の方のやつでの 11 ページ見ると、 

0:29:57 10 のマイナス 30 から 10 のマイナス 4乗のオーダーの間に入って

ますっていうのが、これが 0.6 にすると 10 のマイナス 4乗のオー

ダーを超えるとかそういうことなんですかすいませんちょっとイ

メージができなくて、 

0:30:10 九州電力八木でございます。衛藤。 

0:30:13 具体的なところは 0.6 にして引いてみて、ハザードと比べる必要

があると思うんですけども、上り方向になる大きくなるというこ

とはそんだけハザードが下がる。 

0:30:23 方向になりまして、これ斜め 

0:30:29 ですその上では 1桁下がるかどうかってのちょっとわからないん

ですけども、先ほど伊礼が申しましたのは、 

0:30:35 今エスワンは今、ＳＤの発生確率、機器の評価の組み合わせとし

て、 

0:30:42 考える確率というのが、次アーグを参考に、10 のマイナス 20 億か

ら 30 としてます。で、現在の 

0:30:50 ＳＤたちはそれよりも 1桁差 10 のマイナス 3乗から 4乗のところ

にあるというところも踏まえると、今回 0.6 に上げたことによっ

て、このハザードがさらに下がるのであれば、 

0:31:01 それを組み合わせとして保守的に、蓋開けた上げた段階で、この

機器の評価、建屋の荷重をコバヤシとしてＳＤを組み合わせるっ

ていうところに、もしかしたら、何かしら不合意が、 

0:31:14 説明っておかしいんですけど出てくる可能性はあるかというとこ

ろが趣旨でございます。 

0:31:20 規制庁のほうですわかりました。ありがとうございます。 

0:31:23 はい。私からは以上です。 
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0:31:27 規制庁の江崎ですけど、ジャックの中でも要は流動分類の中の頻

度概念があって、その頻度概念を使ってＳＡ荷重と組み合わせて

やっているので、そういった観点から説明してもらっても、 

0:31:38 いいのかなと思いますけどね。うん。 

0:31:41 どちらというとそちらの方が、ガイドに書いてあるから、 

0:31:45 しかも我々との審査の中で、 

0:31:48 ＳＡの荷重の組み合わせではあれを使っていて、いわゆるエスワ

ンと、 

0:31:53 ＳＤを読みかえる。 

0:31:55 ＳⅡとＳｓを読みかえるっていう行為があって、そういった形で

そうしてるはずなんで、組み合わせに関してはですね、そこをベ

ースにした方が割と説明しやすいかなとは思いますけど。 

0:32:09 電力ヤギでございます。ありがとうございます。その趣旨でも検

討を加えまして、 

0:32:15 資料の方、作成させていただければと思います。 

0:32:21 規制庁、麻生です。最後ちょっと、お願いがあるんであるんです

けど最後制度の中では、もともとよくやっているＳ、 

0:32:30 ＳＤ、 

0:32:31 の役割、 

0:32:33 ていうのはいろいろ、 

0:32:35 まとめ資料に書かれてると思うんだと思いますよね。思うんです

けど、そういったも含めて、そのＳＤがその設計の体系の中でど

ういう役割をしていて、どういう関係性があるかっていうのをち

ょっと説明していただきたいんですよ。 

0:32:47 それは、秋山先生が出している。 

0:32:50 そういう話だけではなくて、できればそのＳＡの荷重の組み合わ

せとかそういったところでもＳＤは出てきますよね。 

0:32:57 性愛性の荷重の組み合わせとかＤＢＡとか、そういった観点でも

そう、特にそ、大きな設計としての意味合いとして、 

0:33:05 徳田 0.5 でも 0.6 で問題ないんだということ。 

0:33:09 もうすべて言い切れれば、そう言い切ってしまった方がすごく説

明性が高くなると思うんで、それをちょっとご検討いただければ

と思うんですけど。 
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0:33:20 はい、九州電力から入江です。ＳＤの本来の役割と、それからＳ

Ａの荷重の組み合わせにおいて、どういった役割をしていくか。

つまり 

0:33:30 ＳＤをはせ各自率をＪＥＡＧの 10 のマイナス 2乗と仮定して、

10、スクリーニング基準である 10 のマイナス 8乗炉年。 

0:33:40 を超える場合は組み合わせているという、そういった観点からも

あわせて、説明できないかなということを検討したいと思いま

す。 

0:33:55 はい規制庁の小野です。 

0:33:58 あれとしてはＳＤの設定の考え方についてはこれ以上、こちらか

らの確認はございませんので、 

0:34:05 次 

0:34:07 コメント№の 17 関係のですかね、設計方針の成立性の見通しにつ

いての説明をお願いします。 

0:34:16 はい。九州電力の堀田です。江藤。前回のヒアリングでコメント

をいただいておりますが、コメント№17 の内容についてご説明さ

せていただきます。 

0:34:26 資料についてはコメントリストと、右肩コメント№17 回答資料と

してます 4縦の資料となってございます。 

0:34:34 まずコメントリストに関してですけれどもナンバー17、2 枚目のと

ころにありまして、中間の設計方針が変更不要であることの妥当

性説成立性を説明するにあたり、 

0:34:44 地震動の増加割合が大きい仙台サイトウについては定量的な根拠

を示すことということで、右肩、コメント№17 回答資料を用いて

ご説明させていただきます。 

0:34:57 表題が、線で 1号機及び 2号機の設置許可段階において耐震工事

を実施する可能性のある説明に対する、 

0:35:04 設置許可の設計方針の成立性の見通しについてということでご説

明させていただきます。 

0:35:09 1 ポツの概要になりますけれども、当部と前回のヒアリングでもご

説明しましたが、既工認、 

0:35:16 の結果を網羅的に確認した結果、いずれの施設においても認可実

績のある評価手法の適用及び支持構造物の追設等が可能であるこ

とから、耐震性の見通しを有しており、 
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0:35:27 許可の設計方針を変更する必要はないというところで確認してい

るところでございます。 

0:35:33 で、2パラ目で、 

0:35:36 そこで本資料では、仙台 12 号機の耐震工事を実施する可能性のあ

る説明について、裕度向上効果を踏まえた体制、設計方針の成立

性耐震成立性の見通しを、 

0:35:47 定量的にご説明するものとしております。2ポツの検討内容をお願

いします。耐震性を担保するＣ構造物の設計になんですけれど

も、主に地震動レベルによって決定されておりまして、 

0:36:00 現行の基準地震動における設備の固有値での地震動レベルが大き

い、玄海 34 号機の支持構造物が、仙台 12 号機に比べて、 

0:36:09 より耐震性の高い支持構造物を、 

0:36:13 有する設計となってございます。 

0:36:15 そこで、線で 12 号機の設置許可の設計方針の成立性の確認のため

に、線で 12 号機のその設備本体、宇和元といったようにですね、

の基本仕様に大きな差がない委員会 34 号の設備を持ってきて、そ

の設備の裕度の確認を行っております。 

0:36:31 その上で、応答スペクトルの比、 

0:36:35 と比較を行うという検討を行ってございます。 

0:36:39 3 ポツの検討方法お願いします。仙台 12 号機の表 1、2ページ、2

枚めくったところの表 1に示す耐震工事の可能性の説明につい

て、以下の通り検討してございまして、 

0:36:51 イメージを次のページに、 

0:36:53 示してございます。 

0:36:56 ただ、なお、検討方法の中で以下の検討に該当しない屋外の復水

タンクと燃取タンクと障壁同配管については別途個別の検討を実

施してございますのでそちらも表 1に示してございます。 

0:37:11 検討方法の①ですが、線で 12 号機の設備本体の基本仕様と大きな

差がない設備限界の設備から抽出して、その設備の現行の裕度を

確認してございます。 

0:37:25 ②として抽出された設備の既工認の評価に用いられている現行の

基準地震動の、 

0:37:31 委員会の 1から 5の方らかと、仙台の新しいＳ3の波に対して、 

0:37:36 ①の玄海の抽出された設備の一次固有周期での応答スペクトルを

算出してございます。 
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0:37:42 その①と②を用いまして、①の設備の裕度が大きい場合には、玄

海で実際にその 

0:37:50 委員会のＳｓ1から 5の、 

0:37:53 を考慮した地震動の設備で、実際に物として、ございますので、

成立性を有するというふうに判断してございます。今回結果的に

この 0イチノセ裕度が小さい場合というのはございませんでした

が小さい場合は個別に検討を実施するというふうにしてございま

す。 

0:38:10 4 本 3 検討結果として表 1をお願いいたします。 

0:38:18 Ａ3 横の表一位に耐震工事を実施する可能性のある設備に対する設

置許可の設計方針の成立性の見通しとして、設備を、 

0:38:27 線で 1号機に動きに対して、記載してございます。左側、真ん中

の日本線から左側が仙台の設備に関する整理を記載しておりまし

て、 

0:38:37 右側が今回確認した①②と、その比較結果と、成立性の見通しと

いうことで整理をしております。 

0:38:45 仙台 12 号機の設備としては、屋外タンクの復水タンクエントリー

タンク、こちらＳクラスの設備になります。脱塩通りが 1水源と

して、 

0:38:54 Ｓｓ評価をしておりまして障壁と呼ばれる火災防護の観点から、

波及的、設置している設備なんですが波及的影響の観点から、Ｓ

ｓ評価を実施しております。 

0:39:05 一番下に、一番下から、 

0:39:09 2 行目に行政系薬品タンクのＳクラスとして仙台におけるありまし

て、配管が仙台 12 号機ともにございます。 

0:39:17 検討した結果で、右側の見通しに係る整理のところで、0102 以降

より右側がバーになっているところは個別に検討した。 

0:39:28 設備になってございまして、別途別紙 123 を、 

0:39:32 後程ご説明させていただきます。で、1枚目の検討方法に乗っかっ

た設備としましては、フジノ 0102 の、 

0:39:42 結果を記載してございます雑円筒と、ヨウ素除去薬品タンクが結

果として、玄海の設備として抽出しておりまして、その誘導と、 

0:39:52 仙台ＳＳさんと、仙台市から 5、玄海の 1から 5の方ナカノ、 
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0:39:58 応答スペクトル比を比べまして、玄海の現行誘導の方が大きいの

成立性の見通しを有するということで考えているところでござい

ます。 

0:40:11 下のページ 4ページ目には東ソー今回の検討で用いました。 

0:40:16 仙田イセＳＳサノ波と玄海の 

0:40:19 現行の 1から 5の波の包絡は、 

0:40:23 の比較図を示しております。ちょっとこちらで動きがあって、申

し訳ないのですが、右側の鉛直方向の右肩千田イセさんの波、 

0:40:33 456 ガルとなっているのですが申し訳ありません、こちら 455 から

の 

0:40:38 ちょっと誤記になっておりますので、訂正させていただきます。 

0:40:46 そのページ以降が別紙で検討しました屋外タンク、復水タンクの

年、復水タンクと燃取タンクの検討内容。 

0:40:56 と、別紙 2が障壁の検討内容で別紙 3が配管の検討内容となって

ございます。 

0:41:08 まず別紙 1の平戸円筒容器の復水タンクを 4年というタンクの材

料、 

0:41:12 買い入れ検討について個別検討の結果をご説明させていただきま

す。1ポツの概要で記載しておりますが、オク大井の部屋底縦置円

筒容器である復水タンク及びネットタンクについては、 

0:41:25 最終誘導部位が容器本体の胴板部であるというところで今回玄海

の設備として抽出できておりません。そこで、胴板の座屈評価に

ついて個別検討を実施しております。 

0:41:36 なお書きで記載しておりますが設置許可段階においてはまだ建屋

応答解析を実施した後にえられるＦＲＳ替えられておりませんの

で、解放基盤表面における基準地震動を用いた 

0:41:47 概念検討を実施してございます。 

0:41:50 2 ポツの検討内容です。どういった分の座屈評価に対する補強を今

回考えておりまして、下にモデル図を示しましてちょっと見づら

くて申しわけないのですが、 

0:42:01 下の方に少し膨らんだところに、円筒部に対してリング補強材。 

0:42:06 リング状の輪っかの補強材を 8本設置してございます。実施した

状態で、解析を行っております。 

0:42:14 その補強材を考慮した状態で、タンクに対する裕度向上効果を確

認するために、下の 123 の条件で試解析を行っております。 
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0:42:24 補強の状態、補強の条件としましては、先ほど申しました補強リ

ングを 3本設置した状態で 0の評価方法としては、既工認にて実

績のある静的弾塑性座屈解析手法。 

0:42:36 と言われるものを用いております。入力条件としましては先ほど 1

ぽつ概要のなお書きでちょっと申し上げましたが、Ｓ3とＳｓ1の

崩落応答スペクトルを比較して、 

0:42:49 応答スペクトル比、1．何倍とか 0.7 とかの比を算出しておりま

す。で、 

0:42:55 算出した日を、既工認、 

0:42:59 のタンクの評価に用いている、こちらＦＲＳですね、既工認のＳ

ｓ12 のＦＲＳは変更でございますのでそちらに解放基盤表面の比

率を乗じて仮想的な、 

0:43:12 概略検討用ＦＲＳを持っ作成しまして、それを、 

0:43:17 用いて試解析を行ってございます。 

0:43:22 3 ポツの成立性の見通しに結果を示しておりますが、 

0:43:26 今回、復水タンクのエントリータンクの試解析を行っておりまし

て、下の表に示します通り復水タンク 1.33 円というタンクが 1.01

ということで裕度を有するということを、 

0:43:37 確認しておりますので、成立性の見通しを、 

0:43:39 有するということで判断してございます。 

0:43:45 続きまして別紙の 2をよろしくお願いいたします。 

0:43:49 こちら障壁の個別検討の概略検討について、記載してございま

す。 

0:43:54 1 ポツの概要ですが、障壁について最小裕度部位が、 

0:44:00 溝形鋼の水平梁ふやしたの図 3に示すようなヤマガタコウノ性梁

になってまして、同様の支持構造物を有する設備がない、ありま

せんので、 

0:44:11 個別検討を実施してございます。2ポツの検討内容ですが、フレー

ズを見ていただいた方がわかりやすいのですが、 

0:44:18 現状の 

0:44:19 針の状態が左側の耐震工事前、右側の耐震工事 5ということで、 

0:44:25 映像を示しておりまして、水を塞ぐような形で緑色の鋼板を設置

して、その両端を、 

0:44:33 同様に鋼板で塞ぐというようなボックスカーという工事を、 

0:44:38 検討してございます。 
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0:44:40 このボックスカーの形状に関しましてはもうすでにこの障壁で一

部取り入れている構造でして、そちらの部分では融度を持ってお

りますので、問題ないというふうに、 

0:44:51 で、他採用済みの構造になっております。 

0:44:55 3 ポツの成立性の見通しになりますが、こういったボックスカーの

工事を行うことによって、 

0:45:01 断面係数が向上することになります。下線のところで、 

0:45:08 書いてるんですけれども、 

0:45:11 今回その溝が他行から、このようなボックスがをすることによっ

て、衛藤、 

0:45:18 単純に今の想定だと 6ｍｍの組のやつの後半行い右側の耐震工事後

のような、工事をした場合に断面係数が 3.27 倍、 

0:45:28 2 向上するというふうになっておりまして、今回、解放基盤表面で

の一次固有周期のスペクトル比 1.2 万円を考慮しても、断面係

数、 

0:45:39 の向上効果による裕度向上の方が大きいことから、成立性の見通

しを有するものと判断してございます。 

0:45:49 最後に別紙 3の班、配管の概略検討についてご説明差し上げま

す。 

0:45:54 1 ポツの概要で、配管については、 

0:45:58 一般的に、先ほどまでの設備のように行って、 

0:46:05 例えば仙台の設備で、 

0:46:07 こういう説明があって玄海の数字でこういう設備があるから、玄

海で取り入れられてるんで、 

0:46:12 Ａ水性の見通しがあるといった形ではなくて、もう配管であれば

一般的にも支持構造物の追設等による誘導向上が可能であるとい

うことをお示しする。 

0:46:23 上で、こちらの資料を作成してございます。 

0:46:28 2 ポツの検討内容をお願いします。14－Ａに示すように、既設のサ

ポートの間に、例えばサポートを追設するということによって誘

導工場を、 

0:46:38 図ることを考えてございます。サポートの追設等は、これまでに

も、配管工事実績のある工事ですので、十分対応可能かと考えて

ございます。 
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0:46:48 3 ポツの成立性の見通し、例えばですが、真ん中にサポート売った

場合には、裁判サポートの荷重は 2分の 1程度になりますし、 

0:46:57 その追設によって、こういう振動数が剛側になりますので、基本

的に 10 側の方が、ＦＲＳは大きい加速度が大きいということにな

りますんで、 

0:47:06 口頭加速の低減効果を見込まれまして、実際にはさらなる荷重の

低減が可能ですと。 

0:47:12 必要により、2分の 1は例として示しておりますけれども、さらに

サポート間隔を短くする、短くするなどによって対応可能であり

ますので配管に関しては、成立性の見通しを有するということ

で、 

0:47:24 考えているところでございます。 

0:47:27 資料のご説明は以上になります。 

0:47:33 はい。規制庁の尾野です。それでは確認をしたいと思います。 

0:47:39 単純事実確認ですけど、規制庁の土岐ですけども。 

0:47:43 今回の資料の中で仙台 12 号機の検討されてる施設っていうのは、 

0:47:50 前回の話は代表性があるっていうことで説明があったんですが、 

0:47:54 そこを読み取る部分としては 1の概要の 

0:47:58 Ⅱパラグラフ目の、 

0:48:01 いわゆる、 

0:48:03 耐震工事を実施する可能性ある設備ということでそれが基本的

に、 

0:48:08 読みかえると、いや、 

0:48:10 既工認で余裕がなかったら、施設部位であるというふうに解釈し

ていいですか。 

0:48:17 それでごめんねそれで、その数字が、 

0:48:21 表の 1の 

0:48:24 ちょうど二重線の仕切り線の左側にある、 

0:48:29 例えば復水タンクだと 1.05、 

0:48:33 燃料取替用水タンクであれば 1.0 って、ここに表れてるっていう

ふうに解釈していいんですか。 

0:48:41 九州電力の堀田です。ご認識の通り、タテ二重線の左側に書いて

おりますのが既工認の最小誘導というふうになってございまし

て、それが誘導の厳しいものを、 
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0:48:53 耐震工事の可能性のある設備というものを代表で抽出してござい

ますのでご認識の通りというところになります。 

0:49:03 そうですね、ちょっとこういう周期が一致するというところもあ

るんですけど基本的に川内は 0.2 秒より短周期が設備のこういう

周期があるところは超過してございますので、 

0:49:15 こういう周期が超過する。 

0:49:17 下す範囲にある設備、 

0:49:20 かつ、基本の最初容量が小さいものというところで抽出しており

ます。 

0:49:25 規制庁の江崎です。実はこういう話をさせていただいているの

は、 

0:49:29 基本的に説明の中で、そのロジックとして、そう、代表性のある

もので押さえていてだから、基本的には、 

0:49:36 詳しいことは、詳細設計段階に先送りできるんだっていうロジッ

クが必要だと思いますんで、できれば、今言ったような文章はあ

る程度加えていただいた方がいいのかなっていう。 

0:49:51 いわゆる、 

0:49:53 代表性のものを押さえているので、何らそれを、 

0:49:58 実現の可能性は十分あるっていうことはいえるんだと思うんです

その辺がちょっとキーワードとして、 

0:50:05 ちょっと読みとれるんですけど、深く読まないと読めないという

部分もあるので、明らかにそういう文章にしてもらった方がいい

かなと思います。もう 1点で確認させてください。 

0:50:16 表 1 のですねこの復水タンクであれば、 

0:50:20 既工認の最終融度が、 

0:50:23 1.05 なんですよね。 

0:50:25 別紙の 1っていうのがありますよね 

0:50:29 別紙の 1、5ページですけど、そこで言ってる 3ポツのセールス見

通しでいうと復水タンクは 1.05 から 1.33 に上がっちゃうんです

けど、ここがちょっと幾つわからなくて、 

0:50:40 というのはＳＤさんの、Ｓ、方がＳＳアンドウが大きいわけじゃ

ないですか。 

0:50:45 多分、さっきの 0.1 秒ぐらいのところですよね。であれば、 

0:50:49 Ｓｓアンドウが大きいのに一遍ず、 
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0:50:52 既工認の数エスワンとか、Ｓｓが 1.05 だったのに余裕が 1.33 と

いうことはなぜ余裕はそんなに逆に大きくなってしまったのかな

というところがちょっと理解ができなかったんですか。 

0:51:07 はい。九州電力の堀田です。別紙の 1に示しております誘導がえ

等、 

0:51:14 検討内容のタンク形状のところに記載しております補強リング補

強も考慮した上で、さらにその評価手法として、精緻化手法の既

工認実績のある、 

0:51:24 弾性解析を実施しておりますのでその分のプラスの誘導。 

0:51:29 を加味しますと、1.33 まで向上するという、 

0:51:33 結果に、 

0:51:35 はい、補強を想定して、 

0:51:37 かつ、精緻化手法も取り入れて、 

0:51:40 1.33。 

0:51:43 まで向上する。 

0:51:47 南部。 

0:51:53 はい。 

0:51:59 全く違うんですけど、基本があるんで、 

0:52:02 手法も、説明の状態も違うものになっておりますので、 

0:52:08 規制庁岩木です。また別紙 1の場合は補強後というのもあるし、

別紙表 1の方は、補強前で、 

0:52:19 解析付保方法の 

0:52:22 高度化も図っているので市長その辺がって話ですよね。その辺で

多分、どっか書いてありますか。 

0:52:28 書いてあるんでしたっけ。 

0:52:31 その解析条件としては、検討内容の①②③で補強を考慮するの

と、 

0:52:38 評価方法に弾塑性解析状況とかですね。はい。で、ちょっと一番

下の表が見づらいんですけども裕度向上効果を踏まえた試解析へ

の誘導ということで、 

0:52:48 お示ししております。 

0:52:51 誘導向上効果というのが補強等弾塑性解析を取り込んだという、 

0:52:56 意味になります。 

0:52:59 なかったんで、あれですね評価方法は、 

0:53:02 通常のタックス式、 
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0:53:04 からあれですよね。 

0:53:06 その静的弾塑性に、 

0:53:08 変えたって話ですね、そこをちょっとわかるようにしてもらえば

もっといいかなって、 

0:53:12 ちょっと補強後タテと呼び、 

0:53:15 込めて、十分読み込めたことすいません、よ十分理解しました。 

0:53:28 愛知反応度です。 

0:53:30 私からはその辺ちょっと教えていただきたいんですけれども。 

0:53:33 ＣＴの今のページで、あれですか、復水タンクは結構裕度が 1.33

って大きくなるんすけど、面取りタンクは 1.01 って結構ぎりぎり

なんすけど、これこっちが言ってごめんなさい、何なのかってい

うのが、 

0:53:47 ちょっとわからないので教えていただけたらと思います。 

0:53:50 九州電力八木でございます。 

0:53:52 試解析に当たりまして、補強リングというのは、復水タンクも燃

取タンクも同じ厚さのものを考えてまして、同じく、まず 8本で

やってみようと。 

0:54:04 で、 

0:54:04 それをするときにもともとのタンクの大きさが、直径でいうと不

燃取タンクが 2倍ほどありまして、その分重量も 2倍程度大きく

なりますので、補強リングの機器っていうのはですねやはり、 

0:54:16 ちっちゃいやつの方がより強くあらわれてたのかなというふうに

考察してございます。 

0:54:22 以上でございます。 

0:54:25 規制庁の大江さんのわかりました。理由はわかりましたありがと

うございます。これってあれですかね。ちなみに補強の。 

0:54:33 リングっていうのを 8本以上やると、さらに裕度が大きくなった

りとかするっちゅうことですか。実際に工認段階だと思うんです

けれども。 

0:54:43 解析やってみてちょっと厳しいなと思ったらさらに補強リングを

ふやすとまた融度が上がっていくというそういう部分。 

0:54:49 九州電力八木でございます。はいそのような認識でございます今

現在は、少なくともという言い方になるかもしれんですけども八

本あれば、今現在、許可段階では、 

0:55:00 1.01 というのが獲られたという、 
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0:55:02 ことかと考えてございます。 

0:55:05 規制庁の尾野ですわかりました。どうもありがとうございます。

あとすいません、別紙 2のところなんですけれども、 

0:55:11 あれですかねこの障壁とか。 

0:55:16 9 駅、についてはこれこれはもう 

0:55:21 既認可実績でこういった補強してる、してるっていうことですそ

れは、仙台とかの玄海のプラントでやっちゃうってことですか。 

0:55:30 九州電力の堀田です。あと、同じ障壁という設備の中で、このよ

うな右側のボックス化を囲った処理をした発行、梁がもうすでに

ございまして、 

0:55:42 同じ設備の中、同一節Ｂの一部で採用している構造。 

0:55:47 でございます。 

0:55:50 税調のですありがとうございます。あとごめんなさい、後にです

ねちょっと、 

0:55:56 表 1 のところで、すいません確認させていただけて先ほど、 

0:56:01 エザキも聞いていた内容なんですけれども、あれですかねここの

対象設備っていうのは、 

0:56:08 原則的に今のＳ、 

0:56:14 Ｓ1、1 じゃなくて、ミイでしたっけ。これは、 

0:56:18 の資料ですと許可の安全審査資料で書いてあるやつを条文ごとに

今、対象に、裕度を書いていてそれ以外もここには入ってるって

ことでいい。 

0:56:34 先日のヒアリングでご説明したのは許可の、 

0:56:37 既許可のまとめ資料に載っている設備を抽出しておりますが、 

0:56:41 今回のこの設備というのはそこから外れている説明についても、 

0:56:47 から、はい。 

0:56:50 出ちゃうのねそうするとあれでしたっけまとめ資料か何かに書い

てある最後のなお書きの施工人の方も自分たちで見てますよって

いうところも含めてここに入ってるってことです。 

0:57:00 九州電力八木でございます。はいその認識で問題ございません。 

0:57:07 ありがとうございますあとごめんなさい、もう 1点だけ教えてい

ただきたくて、 

0:57:11 この表 1の資料の①の玄海の現行の誘導っていうところの、この

融度っていうのは、あれですかね川内でいうと最初、 
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0:57:23 誘導と同じ部位の湯融度っていうことなんすけどどこどこの裕度

なのかっていうのが、 

0:57:28 わかれば。はい。90 年新倉折田です。藤仙台の。 

0:57:34 最終誘導で示しオイル脱塩塔である支持脚、ヨウ素除去薬品タン

クであれば、基礎ボルトの限界の、 

0:57:41 誘導、評価部位の誘導を示しております。 

0:57:46 室長どうですか。わかりました。ありがとうございます。 

0:58:03 規制庁宮元です。少しこれちょっとロジックをもう少しわかりや

すく書いた方がいいかなと思っていますまず 1ページ目からなん

ですけど、 

0:58:13 これ玄海 34 号機と比較したのは、要は、ここに書いてある通りな

んだけど仙台 12 号と比較してまず設備構成が似ていると。だか

ら、限界と同じような支持構造物をつければ、 

0:58:26 仙台は補強することによってクリアしますよと、ちょいとでこれ

は限界特異比較してるっていう意図だと思うんですけど。 

0:58:36 ちょっとそれが比較的読み取れない。 

0:58:40 まず、 

0:58:41 その上で 

0:58:43 別紙 1に行くときに、表 1に行くときに、川内 2の方に対して、1

に比べて、 

0:58:50 要は 

0:58:52 対象部位が少ないよっていう話があると思うんですよそれ、多分

以前聞いた、耐震基準か何かの年度の違いで、要は違うんですよ

と、おそらく限界も、2と同じように、 

0:59:04 耐震基準の後の方の設備で作られているので耐震裕度が高いと。 

0:59:11 多分その情報も入れた方がいいと思うんですね。 

0:59:14 なので仙台市が比較的その抽出された機器が多いと。 

0:59:19 なのでその辺が少し、ない状態でこれは行って、導入されてる説

明書になってるんでちょっとそこはこうしていただいた方がいい

です。いいですかね。 

0:59:30 中電力ヤギでございます。はい。趣旨としましては今宮尾さんが

おっしゃられたことを、我々も考えてございますので、修正の方

させていただきたいと思います。はい。その上でですけど、これ

復水化学とねん取りタンクが急に現れてるところが、 

0:59:45 実はあって、3ポツで、なお以下で急に現れてるんですけど、 
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0:59:50 これがなぜ抽出されたかっていう意図がちょっとよくわからない

状態でなって多分、先ほど言われたように、仙台仙台の、 

1:00:01 2 であったり玄海の産業化については 

1:00:07 形が違うのか、それとも支持構造物が違うのか。 

1:00:13 なのでここで仙台市だけ特別な対応をしてますってユフ愛知市だ

けか、うちだけ特別の対応してますっていうところがちょっと見

えないかなと思ってて、実際これ、構造が違うんでしたっけ。 

1:00:27 九州電力八木でございます。 

1:00:29 まず最初誘導部位が同板となってございまして、これと同じ限界

のものを見に行った場合にやはり平底タンクの胴板になりますの

で、もうタンク自体がもう別物補強とかではなくなってしまいま

すので限界の保育とですね。 

1:00:44 なのでこちらについては、玄海の同等計上を参考にすることが、

そぐわないと判断しまして、別途、補強材を設けた試解析を実施

したということになりますので、 

1:00:56 別紙 1の頭の方で、さらっと胴板の座屈なのでっていうのだけで

触れてるんですけどもちょっとわかりやすく具体化させていただ

ければと思います。 

1:01:06 はい。お願いします。 

1:01:09 阿藤は、 

1:01:16 加藤さん。 

1:01:24 あと、すいません私前回聞いて障壁って何でしたっけ、すみませ

ん。 

1:01:28 目的なんでしたっけ。 

1:01:30 九州電力の堀田です。長比企というのが、今、建屋の 

1:01:35 建屋を外部火災から防護する観点で、火災防護の観点から設置し

ている、鉄板、鋼板、 

1:01:43 になっておりまして、 

1:01:45 名前を障壁という名称になっておりますのでちょっとイメージが

つきづらいんですが、 

1:01:53 はい。 

1:01:55 はい。はい。 

1:01:59 で、 

1:02:00 はい。データの波及の観点から、Ｓｓ評価をしているものという

ことで上がっております。 
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1:02:08 はい、わかりました。あと、すいません。ちょっと、仙台市が比

較して、 

1:02:15 あるので、ちょっと障壁が何で仙台にしかないのかとか、ちょっ

とわかんなかったんすけどそれは、2だけミイ特別得した。 

1:02:23 設備ということですか。はい。九州電力折田です。こちらの障壁

が、川内 2号機建屋側に設置している説明になりまして、 

1:02:34 はい。 

1:02:35 タテやあ、はいそうですね。 

1:02:38 それで、2号機の設備となっております。 

1:02:43 はい、わかりました。 

1:02:46 それ、 

1:02:50 ちょっと資料の方の中身は私は以上です。後でちょっと全体でま

た話して、はい、どうぞ。 

1:02:59 規制庁の山浦です。 

1:03:01 コメント 17 回答資料でちょっとお伺いしたいんですけども、 

1:03:07 3 の検討方法で、まず 1行目に 

1:03:12 耐震工事の可能性のある設備について、 

1:03:16 と、表 1に示す、 

1:03:20 可能性のある設備についてというふうに書かれてるんですけど

も、 

1:03:24 これはどのようにしてピックアッププー 

1:03:27 されたのかちょっと教えてください。で、 

1:03:30 これ以外にもあるのか、これは代表設備なのかその付近も、説明

をお願いします。 

1:03:40 九州電力の堀田です。 

1:03:42 こちらで注水した設備というのが、設置許可段階において、対

し、 

1:03:48 耐震工事の可能性のある設備をすべて網羅的に抽出しておりまし

て、 

1:03:54 1 ポツの概要に記載しております認可実績の評価章適用評価で救え

るような設備、 

1:04:01 評価で救える見込みの説明に関しては、評価で救えるだろうとい

うことで落としておりまして、その上で支持構造物の追設等が発

生するであろうという設備を抽出しているところでございます。 
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1:04:14 ちょっと確認したいんですけども仙台 12 号機は耐震計算書がもう

すでにありますので、 

1:04:22 耐震経産省、 

1:04:25 の協力と発生応力がわかってると思うんですけども、それ、それ

から、 

1:04:32 表 1 の、 

1:04:33 施設工認の最小誘導っていうのは、ピックアップして来てるんで

しょうか。この 

1:04:40 最初ゆ融度っていうのはどこから引っ張ってきてるのかちょっと

教えてください。 

1:04:49 九州電力の折田です。こちらの規制表 1の既設工認の最小誘導と

規制をしておりますのは、当期公認を、 

1:04:57 再稼働工認になりますけども再稼働工認の衛藤評価結果に記載し

ている。 

1:05:04 発生値と許容値の誘導を比較した結果を記載しております。 

1:05:10 これは 1.0 を超すものはここにすべて上がってると。 

1:05:15 理解してよろしいでしょうか。 

1:05:17 こちらに示しておりますのは、既工認、 

1:05:20 の誘導、Ｓｓ12 の現行のＳｓ－に対する設工認の結果ですのです

べて 1を下回っているものはございません。 

1:05:31 はい。今の状態の誘導を示しております。そう。そういうことで

すね。 

1:05:36 それははい。当たり前のことで、 

1:05:40 理解しました。それで、この最小裕度というのは、既工認の発生

応力と、既工認の 

1:05:50 スペクトル等、 

1:05:53 Ｓｓ3のスペクトルの比を、 

1:05:57 何か掛け算悪く発案して出したということ。 

1:06:01 でよろしいでしょうか。九州電力の八木でございます。すいませ

ん途中途中から話なって申し訳ないんですけども、 

1:06:08 まず最初に我々がしましたことは、再稼働工認等の既工認の各設

備の裕度を確認しにいきまして、 

1:06:17 それと今回の基準地震動、Ｓｓ3と既往のＳｓ12 の、今段階は床

応答がございませんので、 
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1:06:27 地盤のスペクトルを比較しまして、それの設備の固有値における

比というものを求めます。 

1:06:34 その 1、設備の機構における裕度を比べまして、その比よりも誘導

方法が大きければその設備は、その時点で、許可段階の見込みが

あるだろうと考えてございます。 

1:06:47 また、設備の形状において、説明書類においては、他プラントも

ありますけれども、再稼働購入等に中で、 

1:06:57 評価手法というのが徐々に高度化されてますので、そこら辺を踏

まえれば、設工認段階では、評価で問題ない見込み替えられてる

もの。 

1:07:07 を把握しまして、それを踏まえてもやはり補強が否定できない可

能性が高いというものをピックアップしたものがこの表になって

ございます。 

1:07:19 大体理解しましたけども、この検討方法の 1のですね、表 1に示

す耐震工事の可能性のある設備についてポンと次に来るんですけ

ど、 

1:07:32 これをどのようにしてピックアップしたかというのをちょっと、 

1:07:36 書いていただかないと、ちょっとこれが理解できないんで、ちょ

っとその付近、追記をお願いしたいんですが。 

1:07:43 はい。九州電力岩木でございます。はい。先ほども同様の趣旨で

コメントをいただいておりますので、その部分はわかりやすく資

料化したいと考えてございます。 

1:07:54 はい。 

1:07:59 次に①Ｄ、 

1:08:06 仙台 12 号機の設備本体の云々というのがあって、2行目で、当該

設備の既工認の誘導確認というふうに書いてるんですけども、 

1:08:16 その 

1:08:18 んと。 

1:08:23 仙台 1号機なのか玄海 34 号機なのかっていうのがちょっとわかり

づらくてですね、一行目は、川内 1号機の設備本体の基本仕様と

大きな差がない設備を玄海 34 号機から抽出し、 

1:08:39 当該設備の既工認、既設工認の誘導確認って、 

1:08:43 これは 

1:08:46 プラント名をちゃんと言うとどういうことになるんでしょうか、

ちょっとコガ。 
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1:08:51 んな、何が何かちょっとわからないんですけど。 

1:08:55 九州電力のデータですと、記載が悪くて申し訳ございません。①

の当該設備で示しているのは、抽出した玄海の、 

1:09:04 玄海 34 号機の設備の誘導を確認しに行ってございます。そちらで

注水した設備の誘導というのが表 1の、2タテ 23 の①。 

1:09:14 玄海 34 号機の同様の設備の現行誘導というところで示している設

備になります。 

1:09:20 丸 2 のところで、抽出された設備というのが限界の抽出された設

備の既工認に陥る現行の基準地震動、1から 5の崩落後、仙台のＳ

Ｓさんに対して、 

1:09:34 スペクトル比を抽出する、スペクトル比を算出するんですけれど

も、この①で抽出された設備、能というのは、①抽出された限界

の設備、 

1:09:44 ですので、そちらもちょっとわかるように記載したいと思いま

す。 

1:09:48 お願いします。ちょっとそれがないと何かこう、 

1:09:51 ちょっと読んでてわかりづらくなってきてですね。 

1:09:54 3 位、最後にですね 

1:09:57 表 1 の 

1:10:02 右から 3、右から 3番目で、1割る 2比較結果というのがあるんで

すけども、 

1:10:13 これ、これで、 

1:10:16 102 が 1 以上だったらＯＫということ。 

1:10:22 なんでしょうけども、例えばその、 

1:10:25 仙台の既設工認の最小裕度とかこういう比率は、 

1:10:31 見通しには影響、影響のないということなんですか。 

1:10:38 うん。 

1:10:40 現行の裕度がどのくらいあるかという、いうのが見通しに全然、 

1:10:45 効いてこないっていうのが、 

1:10:47 聞いてきてるのかどうかわかんないんですけども、どういうふう

な判断で困る。 

1:10:53 がついてるのか教えてください。はい。九州電力の堀田です。こ

ちらで、①②の比較結果としておりますのは、 

1:11:02 ①アノタテ 23 の①の限界の誘導と、 

1:11:07 ②の一行と 151 の最大応答スペクトル比 
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1:11:12 を比較しまして一条の場合に、0としておりますのでちょっと注記

といいますか説明が足りておりませんでしたので、そこは訂正、

修正したいと思います。 

1:11:23 その上で、玄海の設備とそのスペクトル比を比較していますの

は、 

1:11:30 衛藤耐震性の高い地震動が、千田伊井 1号機と比べて大きい基準

地震動レベルとして大きい、玄海 34 号機、 

1:11:39 の設備が実際にもうございますので、そちらで耐震性を確保して

いる設備、 

1:11:47 と同等のものに、宣伝をすれば、 

1:11:52 耐震工事として成立性の見通しがあるであろうということを示す

ために、今回玄海の設備を抽出しているところになります。 

1:12:02 この規制庁のヤマウラですけど、例えばですね表 1の上から 3、 

1:12:09 3 行目の、 

1:12:10 冷却材混焼式脱塩塔というのがありますけども、 

1:12:15 これは、 

1:12:16 例えば、①の 3.96 ある 1.06 という数値が、 

1:12:23 1 以上じゃなくて左にある 1.1414 以上だったら 0になるというこ

とじゃないかなと思うんですけど。 

1:12:33 1 だったら、 

1:12:37 ゆ融度が 1.14 でも 0といい。 

1:12:41 ちょっと言えないような気がするんですけど、ちょっとこの丸

尾。 

1:12:48 丸をつけ、どういうふうにしてマルを付けるのか 1以上で、どう

して。 

1:12:54 それでいいのかってのはちょっと理解できないんですが、 

1:12:59 Ｐ電力ヤギでございます。 

1:13:01 1.14 につきましては、今のこの設備の現在の支持構造状態の誘導

になります。 

1:13:09 それを、 

1:13:12 玄海の同等の設備の支持構造を採用することで、玄海の加速度で

は 3.96 という限界の方の融度が獲られてます。 

1:13:25 というのが①に記載されております。つまり、①と 3.961．14 で

は、支持構造をエミ直した後、 

1:13:33 の形状として、限界の誘導を書かせていただいてます。 
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1:13:37 で、限界のこの支持構造で、今回のＳｓ3で救えるのかというとこ

ろなんですけども、 

1:13:44 それは限界の方で、3.96 を計算した元になっている。玄海の既設

の 

1:13:52 Ｓｓ1から 5の包絡派と今回のＳｓ仙台のＳｓ3の応答比 1.06 を

比較することで、 

1:14:03 3.96 よりも 1.36 の方が小さいと。 

1:14:08 いうことで、限界の支持構造を採用することで、仙台について

も、補強の工事の成立性もございますし、田井先生も確保可能で

はないかと考えているところでございます。 

1:14:21 わかりました。例えば上から 3、3番目の脱塩塔でいくと、 

1:14:29 申せ、仙台では 1.14、ちょっと 

1:14:33 一応オーバーしてるけども、 

1:14:36 限界波の全くものが違うというか補強した足に、 

1:14:41 した場合の評価だから、もうすでに川内の、 

1:14:45 1.14 とかそういうのはもう関係なくなってくると、そ、そういう

ことですね。 

1:14:51 九州電力八木でございます。はい、そのご認識で相違ございませ

ん。 

1:14:56 いろいろやっていただいてありがたいんですけども、これ、これ

やっぱり、 

1:15:01 一つなんかフローチャートを一つつけていただくと、何をやって

るのかっていうのがわかるような気がするんですけども、この文

章でこう、 

1:15:11 だけ説明していただいてもですね。 

1:15:15 ちょっと何か工夫お願いできないかなと思うんですが、いかがで

しょうか。九州電力の堀田です。フローチャートではないんです

けれども 2枚目に検討のイメージをつけてございまして、 

1:15:28 真ん中のイメージ図のところを見ていただきますと、川内と玄海

と、 

1:15:33 銘打った設備は、左右で記載しているんですけれども、設備本体

が同等のものを川内、川内の藤堂の限界から探しに行って、そ

こ、 

1:15:43 その設備の、 

1:15:45 支持構造物、限界の方が、 
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1:15:48 耐震性が高いので、そこの誘導を見に行った。 

1:15:51 というような検討をしてございます。 

1:15:54 この全体の検討としてですねまずどのようにして、この表 1に上

がってくる設備をピックアップするのかで、 

1:16:05 それに対して必要に応じてほ補強するという、何か流れが横から

入ってきて、それに対して限界と。 

1:16:15 なんていうか玄海の 1、1号と川内さんと、 

1:16:21 それの比較の比率なんかを検討して、 

1:16:26 それから玄海の現行誘導等を比較して、 

1:16:31 1 より大きかったら 0という、そういう何か、 

1:16:34 検討のフローが、 

1:16:36 あれば、非常にわかりやすくなるんですけどせっかくいろいろ検

討していただいてるんちょっとわかりやすく、 

1:16:43 できないかなと思うんですけど。 

1:16:46 九州電力八木でございます。すいません先ほどのコメントのご趣

旨を履き違えてございました。そうですね今堀田が申しましたの

は、補強可能性が高い設備からのフローはこの 

1:16:59 2 ページ目にもありますって話だったんですけどもおっしゃる通り

ここの補強の可能性が高い設備に行くまでの全体的なフローも含

めて、フロー 

1:17:10 流れ的になるかもしれんですけどもその部分を工夫させていただ

ければと思います。 

1:17:16 いたしました。よろしくお願いいたします。はい。私からは以上

です。 

1:17:27 と規制庁フジワラです細かい記載だけなんですけど表の 

1:17:31 1 の右から二つ目の、この見通し成立の見通しのところの、限界と

同等の支持構造、対応可能であり、この 

1:17:42 同等の支持構造でって、さっき口頭だとなんか採用限界と同等の

支持構造採用というのもあったり、あとはさっきの 2ページのと

ころだと、 

1:17:52 イメージ図のところですかねこの支持構造とするとか要は、 

1:17:57 何かなんか各バラバラなんで、 

1:18:00 するんだったらするとか、ちょっと、要は、今、今まで多分ミヤ

モトとか、ヤマウラが全部行ってるように要は、千田井本がどう

であって原価が、 
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1:18:10 世代をもともとこうなの、こうするとかいうのがちょっとややわ

かりにくいのかな。 

1:18:16 この表だけ見て多分わかりやすいのが多分一番ベストかなと、ま

ずそこは 1点と、あともう 1点 

1:18:23 702 っていうところの表アキモト表 1の中の見通しに係る整理の中

の②かな、この 

1:18:30 最大応答スペクトル比のコアの表現だけなんですけども、仙台Ｓ

Ｓさんってのは何ですか。 

1:18:36 ちゅうのをもうちょっとなんか、多分今回の標準とスペックで追

加したもの。 

1:18:41 一方でその限界のＳｓ1を超えなんですかっていうのちょっと、い

や私はちゃんとわかるんすけど、やっぱパッと見て、現行の基準

地震動ってのわかるようにそしたら、要は追加したものと、 

1:18:51 現行の限界と比較した結果の比率のよりちょっとわかりやすいと

思うんでそこだけちょっと、要はこの表だけで単独で、ある程度

何か言いたいことがわかるようなもう一つ考えた方がいいのかな

と思いました。 

1:19:03 いかがですかね。 

1:19:05 九州電力宮城でございます。まず、Ｓｓの方につきましては、ご

指摘の通り、Ｓｓ1から 5と書くことで、 

1:19:13 玄海の方が現在の既工認通りっていうのをちょっと我々、提示し

たところでございます。確かに我々がただそう認識してるだけで

すのでわかりやすくどういう波かってのは書かせていただこうか

とございます。 

1:19:26 で、支持構造物を採用であったり支持構造とするという文書につ

きましては、少なくともこういう支持構造にすることで見通しが

られたっていう意識もちょっとございましたので、再度一度我々

の中で見た、見て、見させていただいて、 

1:19:40 不整合、変なところがないようなところを確認させていただけれ

ばと思います。 

1:19:53 院長の山浦です。先ほどちょっと、 

1:19:56 聞き忘れたので、ちょっとお伺いしますけど表 1の、 

1:20:01 最後の、川内 2号機の最後のところで、 

1:20:07 もう対象部位が基礎ボルトなんですけども、 

1:20:11 基礎ボルトは 1.04 で現状だとオーバーしそうなんですけど、 
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1:20:17 限界の 

1:20:20 に変えればもつということなんですけど木曽掘る等については、 

1:20:26 引っこ抜いて帰るわけにいかないのでどの、どのような対応を、 

1:20:31 考え、考えているのか、ちょっと教えてください。 

1:20:35 はい。九州電力の堀田です。基礎ボルトに関しましては、やり方

としては、追設するというのが一番やりやすい方法でして、 

1:20:45 今時点では追設かなと。 

1:20:47 思っております。 

1:20:49 それ以上となると、元今野ボルトも取りかえた上で、追設とか、 

1:20:56 になるかなと。 

1:20:58 取りかえるのはちょっと難しいんでしょう。そういうこともでき

るんですか。 

1:21:08 九州電力八木でございます。過去の補強工事でも構造、構造材と

いう基礎ボルトを数を使用することで、耐震強度を上げた実績等

もございますので、 

1:21:21 不可能ではないかと考えてございます。 

1:21:24 はい。 

1:21:25 ちょっと確認しますけど、この基礎ボルトというのはコンクリー

トに産む、埋め込まれたものではなくて、 

1:21:36 旧シンボデータです。ご認識の通り、既設のものはコンクリート

にも打ってありますので、それをとなると基礎からおそらくやり

直しとかそういった話になりますんで基本的には追設。 

1:21:49 で高強度のボルトを追設するというのがまず第 1の手法かなと。 

1:21:54 考えております。 

1:21:56 了解いたしました。私からは以上です。 

1:22:05 すいません規制庁タダウチですけど 

1:22:09 表あれし、資料の表 1か 3ページ目のおっきいＡ3の横なんですけ

ど、 

1:22:17 ちょっともう 1回確認をさしてください、この①玄海 34 号機同様

の設備の現行誘導。 

1:22:26 ていうのは、 

1:22:28 これは玄海 34 号機のリアルにあるものとして仙台のものとの比較

で、 
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1:22:39 融度を出しているのかそれともさっきなんかちょろっとしたんだ

けど、玄海と同様のものを仙台に例えば脚部だとか変えた場合

に、 

1:22:49 融度がこんだけ回すんですよって話なのはこれどっちを言ってる

のかもう 1回教えてもらえます。いまいちイメージがわかないん

だけど。はい。九州電力の堀田です。こちらの表 1の①で記載し

ておりますのは、 

1:23:01 今現在、玄海にある。 

1:23:04 設備の現行の裕度ですので、今あるもの。 

1:23:08 になりますはい。今実際この限界の記載してあります雑円筒類は

この融度ですというものになります。 

1:23:15 ちょっとアダチそうすると現玄海 34 号機の同じ設備の現行の誘導

を行っているなら、あくまでもこれは限界の何か限界の。 

1:23:29 要は、はい。限界っていう範囲の中での誘導言ってるってだけの

話ですか特に仙台の話、仙台の要素が入ってきてなくって玄海の

三、四号の 

1:23:41 現行融度って話でいいんですか。 

1:23:44 はい。99 の堀田です。おそらく①で玄海の同様のっと記載してし

まっているので、わかりづらくなってるんですけど玄海の設備の

現行の誘導。 

1:23:56 になります。仙台の同様の設備を、原価の説明を見に行ってとい

うことですので、はい。 

1:24:03 そういうことです。そうするとね、要は、御左側のね、仙台の既

設工認の最初融度 

1:24:13 という話と、これを比べるっていう話は、合わないってことでい

いですかね。 

1:24:24 九州電力岩木でございます。すいません合わないというところは

ちょっと、 

1:24:28 もう一度詳しく説明いただいていいですか。ごめんなさい。裕度

が少ないんですよって話を言っていたんだと思うんですがまず一

番最初に、それに対して同じように 34 号機と同様の設備にすれば

向上するんですよっていうのが多分理屈にはなってるかと思うん

ですけどそれの比較をするにあたって、 

1:24:48 何、何と何をどう比較したらこういうふうになるのかっていうか

ちょっといまいち想像がついてなかったんですよ。そうすると、 
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1:24:56 ②のところでね 

1:25:00 ①設備の一次固有周期の最大応答スペクトル比とかいうので持っ

てきてるのが川内と玄海の崩落は、仙台のＳＳさんと、 

1:25:13 玄海のＳｓ1から 5の包絡版の比較を持ってきてるっていうこと

は、 

1:25:18 結局、これと②の関係をどういうふうに解釈したらいいのかと

か、すいません私がいまいちわかってなくって、 

1:25:29 ①の玄海 34 号機の同様のセトの現行誘導っていう中に、川内と玄

海の要素が入った数字になっているのかどうかってのが知りたい

んでそうするとな、何を比較したらこの 02 分の 01 でＯＫだって

いうのがあれなのかっていうのがいまいち 

1:25:45 イメージがわかんなくって、 

1:25:47 すいませんが、具体的にこの現行誘導、①の現行言うとっていう

のは一体何を言ってるのかっていうのが、実はわかってない。こ

れはあくまでも玄海 34 号機の現行の設備が、 

1:25:59 有してる誘導、これ最初誘導ってことでいいんですか。 

1:26:04 九州電力宮城でございます。はい。その認識で問題ございます。 

1:26:08 ここでなぜ限界を持ってきたのかというところなんですけども、 

1:26:12 まず 1点、①の左側にある 1.14 につきましては、今の川内の設備

の裕度になります。 

1:26:21 これと、ちょっとフローがなくて申し訳ないんですけども、仙台

の波の増分を考えたときに、この設備は、補強しないと耐震性が

確保できなさそうだと。 

1:26:33 いう方向で我々考えてございます。 

1:26:36 そのときに、まず脱塩塔の補強に当たって、補強がまずできるの

か、そういう構造をとり得るのかと見たときに、 

1:26:44 まず川内のプラントを見るんですけども、やはり、仙台三田とし

ても同じ構造のもの、不動産のものしかございませんので、設備

のこういう事態でより地震動の大きい、 

1:26:56 玄海の構造、支持構造を見に行くことで、設備が同等であればそ

の支持構造を採用することは可能だろうと。 

1:27:05 考えてございます。 

1:27:07 そこで限界の、①の裕度 3.96 というのが、既工認の裕度になり、

玄海の機構にの誘導になります。 
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1:27:17 この玄海の機構の裕度が、玄海の既設Ｓｓの 1から 5を包絡した

形の裕度になりますので、 

1:27:26 じゃあ今度、仙台の波が大きくなるでしょうと。 

1:27:30 なったときに、玄海のＳｓ1から 5に対して仙台のＳＳさんがどん

ぐらい大きくなってるか。 

1:27:39 ていうことを確認することによって、 

1:27:44 ①の支持構造に補強した後の川内の設備たちというのは、仙台の

ＳＳ増分 1.06、 

1:27:54 を考えても、補強によって耐震性の見込みを有するというふうに

考えているところでございます。 

1:28:01 すいません。規制庁の多田ですそうすると最初、左にあるね例え

ば 1.14 っていう最初融度がおそらく 3.96 ぐらいになるだろうと

いうもとに、 

1:28:11 右側の 1.06、に対して十分裕度を持ってるって確認をしてるって

話なんだけれども、 

1:28:21 そうするとちょっとすいません私が思っているのは、そもそも、 

1:28:26 こっち側の②のところっていうのは玄海のＳｓの 1から 5じゃな

くってもともとの仙台の 12 の話を言うんではないんですかっての

は僕は言いたいことなんです。 

1:28:38 基準となるベースがどこからはね上がって、スペクトルとしてど

れくらいははね上がっているからそれに対して十分余裕があるか

らいいですよっていうならわかるんだけれども、 

1:28:49 玄関のやつを持ってきてるのは、これ何なんでしょうかっていう

ところなんですよ。ごめんなさい。私もちょっと考えてることが

違ってんのかな。 

1:28:59 九州電力、九州ヤギでございます。 

1:29:07 ①の 3.96 というのが、 

1:29:10 玄海のＳｓ1から 5による評価による融度になってございます。 

1:29:16 それを地盤のところで、玄海のこの 3.96 の入力なった後は崩落派

と仙台の清荒谷清さんの応答比を見ることで、 

1:29:27 限界の波はちょっと主語と述語を上にあるんですが、玄海の波が

例えばＳ3ぐらいまで上がったとしても、3.96 あるから大丈夫で

しょうと、そういう支持構造は採用可能ですというふうに説明し

たいところでございます。 

1:29:48 木嶋でこれもともと、 
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1:29:51 一行一行完結間ですよ。 

1:29:55 一行一行関係としてそれぞれ、主、彼、事業者の方で、職員を述

べてるっていうのが一番見通しのところ。 

1:30:04 で見た方がよくて、 

1:30:07 もともと系と一番左にかかる既設工事公認の最小誘導っていうの

はこれは、適切よ新規性基準のときの裕度がどれぐらいありまし

たかっていうのを定量的に示しているので、 

1:30:18 当然、今で言うと新しくなったＳＳは大きくなるのでこれは全然

誘導はもう、 

1:30:26 カバーできないでしょうと、まず、そそういうのを見るのにこれ

見てるところもちょっとありますよと。 

1:30:32 で、①に関してはこれはあくまでも玄海の既設の既許可の裕度を

見てますよと。 

1:30:40 今度都丸には何を見ているかっていうと、これはスペクトル比だ

けを見ていて、 

1:30:46 要は分母になってるのが玄海の既許可ね、新しいやつで許可の古

い許可の古井鵜飼既設の既許可の波の包絡はと。 

1:30:58 新しくＳｓで上がる不仙台との比率を見て、どれぐらいのパーセ

ンテージ上がるのかっていうのを、要は概要見てるだけでしかな

いと。 

1:31:08 それが 1.06 倍上がっていきますよと。 

1:31:11 いうことを見てるんだけど、玄海の設備の誘導っていうのは、今

のこの 1から 5のところから出てくるやつの、 

1:31:20 要一とすると 3.9 倍あるので、 

1:31:24 要は限界と同じような補強をすれば、当然仙台の設備も大丈夫で

すっていうことで一番右の話になってる。 

1:31:35 という話ですよね。 

1:31:38 電力挙げください。はい、そのように考えてございます。 

1:31:43 単純になるかわかんないんですけども、玄海の、 

1:31:48 玄海に川内のＳｓ3を入れたときに、この設備がもつかというのを

確認した。 

1:31:54 ていうところになります。 

1:31:56 はい。なので、 
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1:31:58 そうですねなので、もともと最初の話の仙台のＳｓ1から 2を分母

にして精算の比をとるっていうのはなぜかというと、仙台のＳｓ1

による、 

1:32:08 評価結果が 1.14 だったので分母がＳｓ1になります。 

1:32:13 今回は技術限界をＳｓ1から 5入れたかっていうと、3.96 の評価

の根本になってるのが、玄海のＳｓ1から 5になりますのでそっち

を分母にすることによって、 

1:32:24 例えば玄海の 3.96 が、ＳＡＳさん、千田入れることによって上が

ったとしても、3.96 と 1.09 なんで、補強の工事の成立性も評価の

成立性もあるの。 

1:32:36 ではないかという考察をしてございます。 

1:32:42 今単純に言われたように、仙台プラントで仙台じゃない、玄海 34

号でのプラントが仙台の新しい波で、 

1:32:54 耐えれる方入れるに対してどれぐらい裕度あるかっていうのを見

てるっていう方が、 

1:33:00 いいかもしれないもしかしたら、 

1:33:03 それにそれすることによって仙台と同等の補強をすれば、せめて

限界と同等の補強すればセンターも持ちますよっていう多分そう

いう説明だと思うんだ。 

1:33:29 衛藤。 

1:33:32 一応ちょっと、 

1:33:41 評価なんかは、 

1:35:40 規制庁宮ですけど、少しね、許可の審査に戻った方が若干いいか

なと我々もご質問したから余計こういうふうに工認の話まで入っ

てしまってるんだけど、 

1:35:50 我々基本方針はさっきの 0.5、0.6 の話は解決すればの話なんだけ

ど、 

1:35:57 我々知りたかったのはこの表 1の左側なんだよね。 

1:36:02 左が設備に関する整理っていうところで、 

1:36:05 要は既許可の裕度ってどれぐらいあるんですかっていうのが、多

分今現状、シリカ知りたかったことです許可の範囲では、 

1:36:13 なので許可の範囲では 1.05 とか 1.0 しかないので、当然補強をし

ますよと、補強の方針ですよ、ここは多分許可までの許可の話で

す、ここ。 
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1:36:23 ここまでは、さらに言うと、補強の見通しを工認に向けて、これ

参考として見通しとしては、限界と同等の補強をすれば、 

1:36:34 成立性の見通しが見られますよという話なので、ちょっと加工課

介護でどこまでやるかっていうよりは許可の審査での 

1:36:45 切り分けというのは多分左側までの話。 

1:36:48 右側については当然これから工認の正式な評価とかそういうのが

入ってきて、当然これってのはあくまでも見通しに係る整理でし

かないので、そこはちょっと切り分けていかなきゃいけないの

で、 

1:36:59 ここは少し工夫した資料は作るとしても、ちょっとそこまでこだ

わるかどうかっていうのは、ちょっと 

1:37:08 あれかもしれないですね、整理が必要かもしれないですね。 

1:37:14 規制庁のです私もう、今宮本が言った内容と同じで、これ何のた

めにやってるかっていうとあれですよね、一応申請書の許可の設

計方針が変更ないですっていうことの見通しのためにやってい

て、 

1:37:28 あくまでもその延長線上でいうと、補足説明資料の許可の審査資

料の表とあとプラスアルファぐらいでやってるので、内容として

はその程度でいいのかなっていうところは思ってますと。 

1:37:42 それはあれですかね伊方さんのが最初だったと思うんですけれど

もそれの表で少しまとめることによって、 

1:37:51 許可の段階で、設計方針に変更ないことを示しているのでそこの

範囲内でいいのかなっていうところは正直思っています。 

1:38:07 思っていて先ほど言われたように、大丈夫ですまで言い切る必要

は別になくってそれはあくまでも公認の話だから、今の現状は、

ここの成立性のみ投入するっていう 

1:38:19 最終的な結論許可での結論の中で、少し資料をもう少しわかりや

すい資料にしていただければなと思います。 

1:38:30 九州電力八木でございます。 

1:38:33 はい。 

1:38:35 コメントは指摘を理解しました。 

1:38:38 今いろいろご指導いただいてる通りフローとかですね、あと主語

がどうしても、 

1:38:44 足りなくなってしまってるところありますんでそこら辺をちょっ

と追加してよりわかりやすくしようかと。 
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1:38:49 思っております。 

1:38:53 規制庁の江嵜ですが、多分、前回のパワポの中で、 

1:38:59 適合性ってことで、20 ページ前開発本部、ほとんどまとめの総評

書いてるんですがそこで、一応そちらの方としては、 

1:39:10 認可実績のある評価手法の適用及び支持構造物の追設等が可能で

あるから、 

1:39:17 耐震安全性を考慮する見通しであるっていうところ多分ここはだ

からエビデンス的ななんていうんですかね、一応参考資料という

位置付けですよね。そういう位置付けで説明いただければいいの

かと思いますけども。 

1:39:28 あくまでも、そこに関しては確認できてると住まい、私が前回言

ったようにやっぱり 1.5 倍 7 倍も大きくなってるので、 

1:39:35 そこはちょっと丁寧に説明くださいってことだけだと思います。

以上です。 

1:39:44 期末ちょっと私、 

1:39:46 いや、一応、ごめんなさい。多分ね僕がさっき言ったことの勘違

いが多分表の中の既設購入の最初誘導のもとになってるのはこれ

は新しい 

1:39:57 数千台の生産に対する最初誘導という位置付けでいいんですよ

ね。それ、そういう意味合いで違うのか。 

1:40:06 九州電力でございます。こちらは清野ＳＳ12 に対する誘導。 

1:40:12 これ 1に対してですねこの誘導と仙台の投票を考えると補強が可

能性が高いと。 

1:40:55 九州電力脇でございます。つまり先ほどアノヤマウラさんのコメ

ントにありましたフロー、フローの中で、既設工認の誘導灯を投

票比較するっていうので、 

1:41:05 おり、どんどん置いてくるのを見、見えるようなフローが提示で

きると、この部分が既設交流の誘導っていうところが、 

1:41:14 見えてくるのかなと。 

1:41:54 そうですちょっと、 

1:41:56 庁内で打ち合わせするので少々お待ちください。 

1:48:17 出ちゃうのです。 

1:48:20 庁内での確認を今して 

1:48:24 あれですかね、次回のヒアリングに無 

1:48:27 けてまたあれですかね、 
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1:48:30 週明け、開催できればと思いますのでまた日程調整の方は、させ

てくださいということです。等で規制庁側からの確認あります

か。 

1:48:51 他の資料の説明があってすいませんそちらの方お願いします。 

1:48:57 診察縦覧の方、ご説明させていただきます。変更というよりはち

ょっと実績を入れているぐらいで、8月 29 日前回ヒアリングさせ

ていただいた意見を入れています。あとは本日、 

1:49:12 12 日とあと次回は一応 19 日でヒアリングを調整させていただいて

いる状況。 

1:49:18 になります。 

1:49:21 説明としては簡単ですが以上になります。 

1:49:24 すいません先ほどのお話で 19 日の資料、もう当日持ち込みになる

のかなと思っておりますので、本その時に持ち込み資料といたし

ましては今日の資料の修正、 

1:49:35 パワーポイントの追加したもの。 

1:49:39 と認識しておりますがよろしいでしょうか。 

1:49:42 ありがとうございます。 

1:49:44 そうですねはい今日きょうの確認、今日のあれですかね内容を入

れ込む資料だけでいいと思ってます何でしたっけ 

1:49:54 ．．5とかそういうのは別にいらないので、 

1:49:58 ここに関係するところだけで大丈夫です。 

1:50:01 承知いたしました。 

1:50:11 じゃないです。では 

1:50:13 99.3 の方から確認ありますか。大丈夫ですか。 

1:50:19 9 年からは特段ございません。 

1:50:22 規制庁の織田です。それと本日のヒアリングを終わりたいと思い

ます。ありがとうございました。 

 


